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Tax Analysis 
 

中関村の会社型ベンチャー企業向
け所得税優遇政策の試験導入に
関する考察 
 
2020年の年末に、財政部・国家税務総局・国家発展改革委員会・証券監督管理委
員会は共同で財税[2020]63号通達（以下「63号通達」）を公布し、「2020年 1月 1

日より、中関村国家自主イノベーションモデル区において会社型ベンチャー企業向け所得税
優遇政策の試験導入を開始する」旨が伝えられた。条件に合致する会社型ベンチャー企
業を対象として、年末における個人株主の持株比率に基づき、企業所得税の減免が行わ
れる。この政策が会社型ベンチャー企業に存在する税制上の課題の改善に寄与できるか
否かにつき、業界からの注目を集めている。本 Tax Analysisでは、この内容について考察
を行う。 
 
政策の背景——税制の観点から見た会社型ベンチャー企業の不足点 
 
中国の現行の法体系では、ベンチャー企業の形態として、主に会社型とパートナーシップ型
の 2形態が認められている。実務上、大半のベンチャー企業は企業形態としてパートナーシ
ップ型を選択しており、通常、リミテッド・パートナーシップの形で資金を募集し、持分投資を
行っている。 
 
企業形態の選択に際して会社型ベンチャー企業が少数となる原因として、投資家の人数
上の制限・意思決定と管理のメカニズム・投資家による出資及び投資家への配当の柔軟
性に関する考慮のほか、租税も挙げられる。所得税の視点から、パートナーシップ企業にか
かる所得税は、企業ではなくパートナーが納税義務者となっている。また、パートナーはパート
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1 企業はまず取得した所得に対して 25%の税率で企業所得税を納付する必要がある。その後、個人株主に配当を行う場合、個人株主は通常、配当金に対して
20%の税率で個人所得税を納付する必要がある。総合税率は 40%である。 
2 一部の地域において、持分投資に従事するパートナーシップ企業の個人パートナーがパートナーシップ制企業を通じて取得した持分譲渡益は、「財産譲渡所得」として
20%の個人所得税税率が適用された時期があった。 

ナーシップ企業から取得した所得に対して、直接税金を納付するため、会社型企業の個人
株主に存在する「二重課税」1の問題を回避できる。これが、会社型ベンチャー企業と比べ
て、パートナーシップ型ベンチャー企業に存在する大きなメリットの一つと認識されてきた。 
 
 
「二重課税」の影響で、個人投資家が会社型ベンチャー企業を通じて持分投資を行う場
合、総合税率は通常 40%である。一方、個人投資家がパートナーシップ型ベンチャー企業
を通じて持分投資を行う場合、一般的に、パートナーシップ型企業から取得した持分売却
益は「経営所得」として、最大 35%の限界税率に基づき個人所得税が課される2。条件に
合致するパートナーシップ型ベンチャー企業（財税[2019]8号通達を参照のこと。以下「8
号通達」）の場合、その個人パートナーの取得する持分譲渡所得と配当金所得は、20%
の税率で個人所得税を計算・納付することができるため、より大きな恩恵を得られる。 
 
革新的な試み——63号通達の概要 
 
63号通達により試験導入される優遇政策は、会社型ベンチャー企業に存在する「二重課
税」の解消を目的とするものであり、企業を対象とする税額減免を通じて、個人投資家に
かかる全体的な税負担の軽減を図るものである。 
 
適用条件 
 
63号通達の規定により、当該試験導入政策の適用対象となる会社型ベンチャー企業
は、以下の要件を満たす必要がある。 
 
(1) 中関村国家自主イノベーションモデル区において登記設立され、帳簿検査徴収方式
を採用して企業所得税を納付すること。 

(2) 「ベンチャー企業の管理に関する暫行弁法」（国家発展改革委員会などの 10機関
による法令第 39号）または「私募投資ファンドの監督管理に関する暫行弁法」（証
券監督管理委員会令第 105号）の要件を満たし、かつ規定に基づき届出を完成
し、規範化運営を行うこと。 

(3) 3年間以上保有する持分の譲渡による所得が、年間持分譲渡所得総額の 50%以
上を占めること。 
 

優遇政策 
 
シナリオ 1： 3年間以上保有する持分の譲渡による所得が、年間持分譲渡所得総額の
50%以上を占める場合、年末における個人株主の持株比率に基づき、当年度の企業所
得税が半額で徴収される。 
 
シナリオ 2： 5年間以上保有する持分の譲渡による所得が、年間持分譲渡所得総額の
50%以上を占める場合、年末における個人株主の持株比率に基づき、当年度の企業所
得税が免除される。 
 
例えば、条件に合致する会社型ベンチャー企業の A社は、ある年に持分譲渡を通じて 1
億⼈⺠元の譲渡益を取得した。その構成は、6,000万⼈⺠元が 5年間以上保有する持
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持分譲渡所得 
 
63号通達において、「持分譲渡所得」をどのよう計算すべきかについては、明確にされていない。実務上、以下の 2つの計算方法が考えら
れる。 
 
方法 1——企業所得税上の類似の項目3または個人所得税上の「財産譲渡所得」4の計算方法を参照し、以下の計算式で持分譲渡
取得を計算する。 
 
持分譲渡所得 = 持分譲渡収入 – 持分譲渡原価 – 関連の租税公課 
 
方法 2——「企業所得税法」第 8条及び「企業所得税法実施条例」第 102条の規定5を参照し、持分譲渡所得の計算時に、持分譲
渡収入の取得に関連するすべての合理的な支出が控除されることを確保する。従って、方法 1に基づく計算を行った上で、企業は、持分
譲渡プロジェクトに直接帰属できない間接費支出（例：企業の期間費用など）を合理的に区分し、かつ持分譲渡プロジェクトに振り分
けられる支出に対して、損金算入を行う必要がある。持分譲渡所得の計算式は以下の通りである。 
 
持分譲渡所得 = 持分譲渡收入 – 持分譲渡原価 – 関連の租税公課 – 合理的に配分された間接費支出 
 
2つの方法を比較した場合、方法 1は計算がより簡単であり、計算式の各要素の確定も容易であるが、「持分譲渡プロジェクトに関するそ
の他の合理的な支出に対する考慮の欠如」を疑われる可能性がある。 
 
方法 2はより多くの要素を考慮したものであるが、計算が複雑であり、期間費用などの間接費支出をどのように合理的に配分すべきかにつ
いて、論争が生じる可能性がある。また、企業所得税法実施条例第 102条を参照できるかについても検討を要する。企業所得税法実
施条例第 102条は、優遇政策の適用対象プロジェクトに対して直接税額を減免するものである。従って、優遇政策の適用対象プロジェク
トに対応する「課税所得額」を正確に区分する上で、「納付税額」を計算する必要がある。一方、63号通達による減免税政策は、課税
所得額の区分を必要としない。「持分譲渡所得」の計算は、「減免税政策の適用対象となる課税所得額の計算」ではなく、「当年度にお
ける持分譲渡所得が 50%の比率要件に合致しているかの評価」を目的としている。 
 

                                                
3 例：国税函[2009]212号通達の規定により、減免税優遇政策の適⽤対象となる技術譲渡所得の計算式は、「技術譲渡所得＝技術譲渡収⼊−技術譲渡
原価−関連の租税公課」である。 
4 「個人所得税法」及び「個人所得税法実施条例」の規定により、財産譲渡所得は、財産譲渡の収入額から財産原価及び合理的な費用を差し引いた後の残高
を課税所得額とする。合理的な費用とは、財産譲渡を行う際に、規定に従って支払う租税公課を指す。 
5 「企業所得税法」第 8条：企業で実際に発生した、収入の取得に関連する原価・費用・税金・損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額を
計算するときに控除することができる。 

「企業所得税法実施条例」第 102条：企業が同時に異なる企業所得税待遇の適用を受けるプロジェクトに従事する場合、その優遇プロジェクトは所得額を単独
で計算し、かつ企業の期間費用を合理的に配賦しなければならない。所得額を単独で計算していない場合は、企業所得税の優遇を享受してはならない。 

分の譲渡によるもの、2,000万人⺠元が 3年間以上 5年間以下保有する持分の譲渡
によるもの、2,000万⼈⺠元が 3年間以下保有する持分の譲渡によるものである。この場
合、A社は 5年間以上保有する持分の譲渡による所得が年間持分譲渡所得総額の
50%以上を占めており、上述のシナリオ 2に該当する。従って、年末における個人株主の
持株比率に基づき、当年度の企業所得税が免除される。 
 
条件に合致する会社型ベンチャー企業は、資金用途及び経営範囲の面で厳しく制限され
ている。その収入源には、持分譲渡所得のほか、管理者として受け取った管理サービス費・
ベンチャー投資コンサルティングサービスを提供する対価として受け取ったコンサルティング費・
銀行預金金利・国債金利・固定収益型理財商品の金利などが含まれる可能性がある。
50%の所得比率を計算する際に、持分譲渡所得以外の収入は除外すべきであるが、63
号通達による減免税優遇政策の適用対象は、企業所得税の課税所得額の内、年末に
おける個人株主の持分比率に基づき計算される部分である。従って、条件に合致する会
社型ベンチャー企業は、持分譲渡所得以外の手段で得た課税所得額についても、63号
通達による減免税優遇政策を享受できる。 
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上述のまとめとして、租税徴収管理効率の観点から、今回の試験導入は、方法 1が「持分譲渡所得」の計算により適していると考えられ
る。将来、税務当局によるこの問題の実施面からの規定の明確化が期待される。 
 
徴収免除額 
 
63号通達では、上述の 2つのシナリオで課税所得額を算出した後、当年度における企業所得税の徴収免除額の計算式について規定さ
れた。 
 
シナリオ 1：企業所得税の徴収免除額 = 年末における個人株主の持分比率 × 当年度の企業所得税の納付税額 ÷ 2 

シナリオ 2：企業所得税の徴収免除額 = 年末における個人株主の持分比率 × 当年度の企業所得税の納付税額 
 
上述の A社の事例を引用し、仮に A社の当年度の課税所得額が 6,000万⼈⺠元であり、当年度に取得した 5年以上保有持分の譲
渡所得がすべての持分譲渡所得に占める比率が 50%を超え、かつ当年度の年末における個人株主の持分比率が 80%、企業所得税
税率が 25%である場合、当年度において A社が享受できる企業所得税徴収免除額は以下のように求められる。 
 
A社が享受できる企業所得税徴収免除額：課税所得額 6,000万⼈⺠元 x 25% x 80 %= 1,200万⼈⺠元 
 
仮に A社が当年度に取得した 5年以上保有持分の譲渡所得がすべての持分譲渡所得に占める比率が 50%未満であり、当年度に取
得した 3年以上保有持分の譲渡所得がすべての持分譲渡所得に占める比率が 50%以上、その他の条件は同様である場合、当年度に
おいて A社が享受できる企業所得税徴収免除額は、600万⼈⺠元に半減する。 
 
 
 
ラストワンマイル——優遇政策による恩恵の帰属 
 
前述の通り、63号通達による優遇政策の試験導入は会社型ベンチャー企業の個人株主に存在する「二重課税」問題の解消を目的とす
るものである。そのため、企業の視点からの分析のみでは、63号通達の効果を評価するのに不十分であり、個人株主の観点からも考察を
行う必要がある。 
 
個人株主が 100%の持分を保有する会社型ベンチャー企業の場合、63号通達の実施により、個人株主の税率は最低 20%まで下がり、
個人投資家がパートナーシップ型ベンチャー企業を通じて実現できる最低税率と同レベルになるため、「二重課税」はほぼ解決される。 
 
ただし、個人株主と非個人株主が共同で持分を保有する会社型ベンチャー企業の場合、企業が持株比率に基づきすべての株主に利益を
分配する際に、個人株主が 63号通達の優遇政策よる恩恵を十分に享受できない可能性がある。 
 
上述の A社の事例を引用し、A社で個人株主が 80%の持分・非個人株主が 20%の持分をそれぞれ保有し、A社が持株比率に基づき
当年度の税引後利益を株主に分配すると仮定する。63号通達の優遇政策を享受しない場合、税引後利益は 4,500万⼈⺠元、個⼈
株主の配当取得額は 3,600万⼈⺠元、20%の個人所得税を納付（2,880万⼈⺠元の純利益を取得）し、総合税率は 40%である。
一方、63号通達の優遇政策を享受する際に、5年以上保有する持分の譲渡による所得が全ての持分譲渡による所得の 50%以上であ
る場合、税引後利益は 5,700万⼈⺠元、個⼈株主の配当を取得額は 4,560万⼈⺠元、20%の個人所得税を納付（3,648万⼈⺠
元の純利益を取得）し、総合税率は 24%である。優遇政策を享受しない場合と比べて、税負担が低下したものの、総合税率が依然と
して 20%以上であり、「二重課税」の完全解消には至っていない。 
 
63号通達による優遇政策を享受した後、持株比率に基づき株主に税引後利益を分配すると、優遇政策による恩恵が持株比率に応じ
て非個人株主に流入することが、その原因として挙げられる。これは、63号通達による優遇政策の趣旨から逸脱していると言える。対応策
として、会社型ベンチャー企業は協議書・定款・配当決議書において、利益の分配について調整を行うことができる。例えば A社の場合、
配当を行う際に、63号通達による優遇政策を享受する場合に取得する 1,200万⼈⺠元の免税枠を個人株主にのみ分配する（個人
株主は 4,800万⼈⺠元の配当⾦を取得・20%の個人所得税を納付・3,840万⼈⺠元の純利益を取得）ことで、総合税率が 20%と
なる。中国の「会社法」の規定により、株主が利益分配比率について約定し、協議に基づき配当することができるため、法的に実現すること
は可能である。 
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原点回帰——税制の観点による会社型ベンチャー企業の優位性の再評価 
 
63号通達の施行を通じて、会社型ベンチャー企業に存在する「二重課税」の問題の解消が実現した場合、個人投資家が会社型ベンチャ
ー企業とパートナーシップ型ベンチャー企業を通じて投資する際の税負担が同レベルになる。「二重課税」の背景に存在する会社型ベンチャー
企業の税制面の優位性が再び注目を浴びることが考えられる。 
 
納税義務の発生時点 
 
投資家がパートナーシップ型ベンチャー企業を通じて投資を行う場合、課税は一回限りである。しかし、現行の規定により、パートナーシップ企
業で所得が発生した場合、当年度においてパートナーに所得税の納税義務が発生する6。パートナーシップ企業は、パートナーに対する配当の
タイミングを調整することで、パートナーにおける個人所得税の納税義務の発生を遅らせることができない。 
 
パートナーシップ型ベンチャー企業に存在する上述の税制上の特徴によって、投資家の納税義務が比較的早い時点で発生するだけでなく、
欠損填補の遡及もできないため、税負担の面に影響が生じる可能性がある。例えば、企業が前期と後期に分けられるプロジェクトに投資し、
前期の撤退によって利益が発生した場合、パートナーに配当を行ったか否かに関わらず、パートナーは利益が生じた年度において課税所得額
を認識して納税する必要がある。後期の撤退によって欠損が発生した場合、現行の規定により、当該欠損は前期に認識した課税所得額
と相殺できない。企業は、前期と後期におけるプロジェクトの利益と欠損を相殺した後の純額に基づきパートナーに対する配当を行う。一方、
パートナーの税負担は、前期の撤退によって生じた利益のみを対象とするものになり、後期の撤退によって生じた欠損に伴う税効果は生じな
い。 
 
会社型ベンチャー企業を企業形態として選択する場合、上述の問題を緩和することができる。会社型ベンチャー企業の株主である個人投
資家にかかる納税義務は、通常、企業が利益の配分を決定する時点で発生する7ため、会社型ベンチャー企業は事業目的の需要に基づ
き、利益の配分時点を合理的にアレンジすることによって、投資家に係る納税義務が予定より早期に発生する事態を回避できる。 
 
特に、63号通達の優遇政策を享受する場合に、企業の税負担を大幅に軽減できる可能性がある。個人投資家の税負担は主に株主配
当にかかる所得税であるため、税制の観点から、会社型ベンチャー企業の優位性がより顕著になる。前文の事例を引用する場合、企業は、
前期と後期におけるプロジェクトの利益と欠損を相殺した後の純額に基づきパートナーに対して配当を行うが、パートナーの所得税は、前期と
後期におけるプロジェクトの利益と欠損を相殺した後の純額に準ずる配当額に基づき計算される。従って、会社型ベンチャー企業の個人株
主の課税所得額は、企業による投資のフルサイクルを対象期間として計算した実際の収益に一致するようになり、個人株主はより公平で
合理的な税負担を負うようになる。 
 
支出の控除 
 
8号通達の規定上、条件に合致するパートナーシップ型ベンチャー企業を通じて投資を行う個人が取得する持分譲渡所得に対して、20%

の税率に基づき個人所得税が計算される場合、企業は「単一投資ファンド計算方式」しか選択できず、かつ、「持分譲渡所得」を認識す
る際に、持分原価と持分譲渡のための合理的な費用のみの控除が認められる。ファンド管理者の管理費、業績報酬及びパートナーシップ
制企業のその他の支出を控除してはならないと規定されている。 
 
63号通達の優遇政策である「企業所得税の半額徴収」と「企業所得税の免除」は、会社型ベンチャー企業の「課税所得額」に基づき算
出される「納付税額」を対象とするものである。従って、63号通達の優遇政策を享受する際に、「課税所得額」の計算上、生産経営に関
わる各種原価・費用・損失の控除に関する影響は生じない。また、企業が同時にその他の種類の業務にも従事する場合に、その他の種類
の業務による収入や欠損との相殺も、優遇政策の適用による影響は生じない。 
 

                                                
6 財政部、国家税務総局による「個人独資企業及びパートナーシップ企業投資者の個人所得税徴収に関する規定」第 5条と「パートナーシップ企業パートナーの所得
税問題に関する通知」（財税［2008］159号）第 3条の規定によると、パートナーシップ企業のパートナーは当年度におけるパートナーシップ企業の全ての生産・経
営所得に基づき課税所得額を確定しなければならない。「生産・経営所得」には「当年度における企業の留保する所得（利益）」が含まれる。 
7 所得税関係の法律法規の中に、一部の租税回避防止規定が含まれており、それによって、予定されたものの、実行されていない配当が「みなし配分」として扱われ、
個人所得税の納税義務が予定より早期に発生する可能性がある。本 Tax Analysisにおいて、それらの租税回避防止規定による影響は考慮しない。 
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従って、個人投資家にかかる総合的な税負担の観点から、63号通達と 8号通達による減免税優遇政策を享受し、個人投資家に 20%

の税率が適用されることを前提とした場合に、会計年度ごとに課税所得額を計算する会社型ベンチャー企業のほうが、より多くの控除が適
用され、優位性を有するものと評価できる。 
 
 
まとめ 
 
63号通達は既存の企業所得税体制に囚われずに、革新的な試みを行った。「会社法」等の商事法律の現行規定（例：個人株主に
対して、「会社法」における「配当比率に関する約定に基づき配当を受ける」規定が適用される）の下で、会社型ベンチャー企業の存在す
る「二重課税」の問題の解消が期待される。適用の際に、個人投資家の割合が高いほど、63号通達による優遇政策の適性がより高くな
る。特に、個人投資家が株主の大半を占め、投資サイクルが 5年以上であり、発展初期に位置する非上場中小型企業を投資先とする
投資ファンドにとって、投資家にかかる所得税は⽐較的⻑期の課税の繰り延べとなる可能性が想定され、かつ「二重課税」を効果的に解
消することができる。 
 
ただし、63号通達による優遇政策の試験導入について、明確に定められていない問題（例：持分譲渡所得の計算方法・計算する際に
持分譲渡による損失を考慮する必要性など）が存在している。一部の事例において、本 Tax Analysisで詳しく説明されていない問題が
生じる可能性がある。特に、個人株主と非個人株主の両方が存在する企業において、税務当局と企業、株主と株主、株主と会社との
間の衝突に発展する複雑な事態になる可能性がある。それが 63号通達による優遇政策の実施にチャレンジをもたらすことが予想される。
また、63号通達における持分の 3年、5年以上の保有に関する規定は、中国におけるベンチャー投資分野における 7~10年の投資サイク
ルという現状に合致するものであるが、実務上の調整が必要であるかについては、追って考察する必要がある。 
 
36号通達による優遇政策の試験導入は、一部地域を対象として実施される予定である。税務当局が政策の方針を考慮した上で、試験
導入の過程で積極的に模索し、経験を積み重ねていけば、納税者に存在する問題の解消に繋がると考えられる。また、将来における中国
の所得税税制の更なる改革のために、新しい可能性を広げることが期待される。 
 
私どもは引き続き、63号通達による優遇政策の試験導入の動向に留意し、投資家と企業に関連のプロフェッショナルサービスを提供致し
ます。63号通達による優遇政策の試験導入によって、会社型ベンチャー企業に実益がもたらされることを期待しております。 
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